
 

稲沢市平和らくらくプラザの指定管理者候補者の選定結果について 

 

１ 施設の名称 

  稲沢市平和らくらくプラザ 

 

２ 申請団体数 

  １団体 

 

３ 選定方法 

⑴ 今回の選定にあたっては、下記の理由から非公募とし、日本水泳振興会・三菱電機

ライフサービスグループに限定して審査を行った。 

⑵ 申請団体が１団体のみであったため、当該団体から提出された申請書類（事業計画

書収支予算書等）の内容について、施設所管課による第１次審査（書類審査）の後、

稲沢市福祉施設指定管理者候補者選定委員会において、当該団体が指定管理者として

適当かどうか選定審査基準に基づく審査を行い、選定した。 

［特命理由］ 

  ア コロナ禍における施設利用者数、光熱水費が安定しないため、次期指定期間は

事業者の持つノウハウが十分に活かしづらい環境にあり、新たな事業者参入の阻

害要因となりかねず、公募による競争原理によって指定管理者制度の本来の趣旨

を実現することが困難な状況である。 

  イ 当施設は平成１４年に建築され１９年が経過しており、その間にバーディプー

ルの天井鉄骨部分に腐食が発見され、安全面から利用を休止したことや、ボイラ

修繕のため浴場の利用を休止する等大規模改修工事が必要となった。係る中、全

館空調機の耐用年数が２０年程度と見直しの時期にきており、対応方針を検討す

る必要がある。 

  ウ 平成２９年３月に策定した稲沢市公共施設等総合管理計画の見直し時期がき

ており、令和４年３月の改定に向けて企画政策課が主体となり検討を進めている。

公共施設全体の方向性を検討する中で、稲沢市平和らくらくプラザについても施

設のあり方を検討する必要があり、次回の公募において計画を反映した内容とす

る必要がある。 

  以上のような理由から今回の募集については、指定期間１年とし、今日までの施設

サービスの継続性を鑑み、現在の指定管理者である日本水泳振興会・三菱電機ライフ

サービスグループに募集を限定するものとした。 

 

４ 選定審査基準 

 ⑴ 審査配点表（選定委員会委員１人あたり） 

審      査     項      目 得点（上限） 

１ 利用者の平等な利用を確保すること

ができるものであるか 

利用者の平等な利用の

確保 
 ５点 



 

（平等利用の確保） 
利用者に対するサービ

スの向上 
 １５点 

２ 施設の効用を最大限に発揮するものであるか 

（施設の効用発揮） 
 ２５点 

３ 施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか 

（管理経費の縮減） 

 １０点 

※下記参照 

４ 施設管理を安定して行う物的・人的能

力を有していること 

  （安定経営能力） 

施設の適切な維持管理  ２５点 

経営の健全性  ２０点 

合           計 １００点 

 

 

⑵ 選定条件について 

 選定委員会委員１人の採点上限を１００点とし、委員５人の得点数の合計が、総

得点数（５００点）の６割（３００点）未満の場合は、指定管理者の候補者に該当

しないものとする。 

 

５ 選定結果 

申請団体 

審査項目  

日本水泳振興会・ 

三菱電機ライフサービスグループ 

１ 平等利用 

の確保  

利用者の平等な

利用の確保 

（２５点） 

２１点 

※管理経費の縮減 

次に掲げる２つの視点から審査を行うものとする。 

①管理経費の縮減が図られているか（上限５点） 

・次の計算式により算出する。 

【計算式】 

評価点 ＝（指定管理料算定参考額 － 提案額）÷ 指定管理料算定参考額 × 100 

・指定管理料算定参考額（新規導入の場合は上限額）に対して、１％削減するごと

に１点加点する 

・算出結果の小数点第２位を四捨五入し評価点とする。 

・算出結果が「評価点＞配点」の場合は、「評価点＝配点」とする。 

  

②経費の縮減が利用サービスの低下を招いていないか（上限５点） 

 



 

利用者に対する

サービスの向上

（７５点） 

５５点 

２ 施設の効用発揮 （１２５点） ９４点 

３ 管理経費の縮減 （５０点） １４点 

４ 安定経営

能力  

施設の適切な維

持管理 

（１２５点） 

１０１点 

経営の健全性 

（１００点） 
７９点 

合計〔５００点〕 ３６４点 

選 定 理 由 

申請団体は１団体のみであったが、提出された

申請書類（事業計画書、収支予算書等）の内容に

ついて、当該団体から説明を受け、質疑を行い、

審査項目に沿って採点する方法で選定審査を行

った。その結果、得点数合計が配点の６割（３０

０点）を上回り、選定条件を満たした。 

当該団体は、今日まで当該施設を指定管理者と

して適切に管理してきた実績があり、今後も引き

続き安定かつ適正な業務の遂行が期待できると

評価した。  

また、新型コロナウイルスの影響で施設管理も

困難なところがあるが、臨機応変に利用者サービ

ス向上へ取り組む姿勢等、各種事業の提案内容を

評価し、候補者として選定したもの。 

 

６ 指定管理者候補者 

  団体の名称：日本水泳振興会・三菱電機ライフサービスグループ 

  所 在 地：名古屋市中区丸の内二丁目８番２７号アクシス丸の内３Ａ 

 

 

７ 選定委員会委員 

栗林 芳彦 名古屋文理大学 教授 

近藤 康之 税理士 

高木 央 稲沢市市民福祉部次長兼高齢介護課長 

梶浦 孝秀 稲沢市市民福祉部福祉課長 

服部 美樹 稲沢市市民福祉部子育て支援課長 

 



 

８ 指定期間 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

９ 選定の経過 

○募集要項等の配布       令和３年７月２９日から８月４日まで 

 ○申請書類の受付        令和３年８月１６日から８月２７日まで 

 ○第１次審査（書類審査）    令和３年８月３０日から９月１３日まで 

 ○指定管理者候補者選定委員会  令和３年１０月７日 


